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船舶インシデント調査報告書 

 

                            平成２６年４月２４日      

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

インシデント種類 運航不能（機関損傷） 

発生日時 平成２５年９月１９日 ０３時００分ごろ 

発生場所 長崎県西海市太田和
お お た わ

港西方沖 

インシデント調査の経過 平成２５年１２月２４日、本インシデントの調査を担当する主管調

査官（長崎事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第１１海
かい

茂
も

丸、１９.２９トン  

ＮＳ２－１００３４（漁船登録番号）、個人所有 

１６.０２ｍ（Lr）×３.７０ｍ×１.４２ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、漁船法馬力数１６０、昭和５６年７月１６日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 年齢不詳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 主機２番シリンダのピストンが焼付き 

 インシデントの経過  本船は、船長が１人で乗り組み、太田和港西方沖を航行中、主機の

回転数が徐々に下がって停止し、航行できなくなった。 

 本船は、来援した僚船に長崎県長崎市三重式見港の船だまりにえい
．．

航された。 

 主機は、本インシデント後、機関整備業者に修理された際、清水及

び潤滑油の冷却器の海水側が定期的に交換すべき保護亜鉛（冷却器腐

食防止用の純度の高い亜鉛棒）のカス、ゴミ等で閉塞して海水の流量

が不足したため、運転中、潤滑油及び清水の温度が上昇し、ピストン

が過熱する状況になっていたことが判明した。 

 気象・海象 

  

気象：天気 晴れ、風向 南、風力 １、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は、太田和港西方沖を航行中、主機のピストンが過熱して焼き

付いたことから、主機の運転ができなくなり、運航不能になったもの

と考えられる。 
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原因  本インシデントは、夜間、本船が、太田和港西方沖を航行中、主機

のピストンが過熱して焼き付いたため、主機の運転ができなくなった

ことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・主機の清水及び潤滑油の冷却器は、適切に保護亜鉛を交換すると

ともに、定期的に海水側の開放掃除を行い、冷却管の良好な通水

の確保に努めること。 

・主機は、運転中、排気温度のほか、清水及び潤滑油について、各

冷却器の出入口における温度の変化にも留意し、異常が認められ

る場合には、減速又は停止した上、適切な措置を採ること。 

 


